
（ 47 ）

は
じ
め
に

　

現
在
、
赤
坂
御
用
地
お
よ
び
迎
賓
館
が
置
か
れ
て
い
る
地
域
は
、
東
京
都
港
区
元
赤
坂

二
丁
目
の
ほ
ぼ
全
域
を
占
め
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
土
地
の
区
画
が
近
世
・
近
代
を
通

じ
て
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

明
治
期
以
降
、
皇
室
の
財
産
と
し
て
の
土
地
は
、
法
令
の
制
定
や
改
定
と
共
に
そ
の
名

称
も
変
遷
し
て
い
る
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
「
地
券
発
行
ニ
付
地
所
ノ
名
称
区
別

共
更
正
」（
太
政
官
布
告
第
一
一
四
号
）
に
て
、「
皇
居
及
ヒ
各
所
ノ
離
宮
皇
族
ノ
邸
宅
等

ヲ
云
」
も
の
と
し
て
「
皇
宮
地
」
と
い
う
名
称
が
定
め
ら
れ
た
。
翌
七
年
の
「
地
所
名
称

区
別
改
定
」（
太
政
官
布
告
第
一
二
〇
号
）
に
よ
っ
て
、
官
有
地
（
第
一
種
か
ら
第
四

種
）・
民
有
地
（
第
一
種
か
ら
第
三
種
）
の
別
が
分
け
ら
れ
た
。
皇
宮
地
は
「
皇
居
離
宮

等
」
と
さ
れ
、
官
有
地
第
一
種
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
十
八
年
に
御
料
局
が
設
置
さ

れ
る
と
、
皇
宮
地
の
大
部
分
は
御
料
地
へ
編
入
さ
れ
、
皇
室
の
財
産
と
し
て
再
度
規
定
さ

れ
て
い
く
。

　

赤
坂
御
用
地
は
、
戦
前
期
に
お
い
て
は
赤
坂
離
宮
と
青
山
御
所
（
青
山
離
宮
）
が
置
か

れ
、
大
宮
御
所
や
東
宮
御
所
、
各
御
殿
な
ど
皇
族
方
の
住
ま
い
が
あ
っ
た
ほ
か
、
観
菊
会

な
ど
の
皇
室
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
。
同
地
に
関
す
る
研
究
は
、
そ
う
し
た
離
宮
や
御
殿

な
ど
の
意
匠
や
建
築
様
式
、
あ
る
い
は
そ
の
利
用
方
法
な
ど
建
築
史
の
分
野
を
中
心
に
蓄

積
が
あ
る
）
1
（

。

　

一
方
で
、
土
地
区
画
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に
自
治
体
史
等
に
お
い
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
戦
前
に
編
纂
さ
れ
た
『
赤
坂
区
史
』
で
は
、「
赤
坂
離
宮

の
地
は
、
江
戸
時
代
に
於
て
は
紀
伊
藩
徳
川
家
の
中
屋
敷
で
あ
つ
た
」）2
（

と
し
て
漠
然
と
整

理
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
戦
後
に
編
纂
さ
れ
た
『
港
区
史
』
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
り
、「
維
新
後
、
紀
州
藩
邸
は
、
い
つ
た
ん
宮
内
省
に
お
さ
め
ら
れ
離
宮
と
定

め
ら
れ
」
と
記
述
さ
れ
る
）
3
（

。
赤
坂
御
用
地
と
常
盤
松
御
用
邸
の
変
遷
に
つ
い
て
取
り
上
げ

た
個
別
研
究
も
あ
る
が
、
時
代
ご
と
の
図
面
の
比
較
に
よ
る
検
討
で
あ
り
、
土
地
が
取
得

さ
れ
た
経
緯
や
背
景
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し
な
い
）
4
（

。

　

赤
坂
離
宮
な
ど
東
京
に
お
け
る
皇
宮
地
の
形
成
は
、
東
京
の
都
市
形
成
史
を
検
討
す
る

う
え
で
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
従
前
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
5
（

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

研
究
が
進
展
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、
皇
室
あ
る
い
は
宮
内
省
に
関
わ
る
研
究
が
戦
後
の

赤
坂
御
用
地
の
近
世
・
近
代
│
土
地
区
画
の
変
遷
を
中
心
に

│

　
　

篠
　
﨑
　
佑
　
太
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イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
論
争
に
結
び
付
き
や
す
い
こ
と
も
相
俟
っ
て
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た

こ
と
、
近
代
の
宮
内
省
を
検
討
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
公
文
書
類
の
公
開
環
境
が
整
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
で
き
よ
う
。
既
に
整
理
し
た
通
り
、
赤
坂
離
宮
お
よ
び

青
山
御
所
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
研
究
の
な
い
状
況
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
の
所
蔵
す
る
公
文
書
類
を
中
心
に
用
い
て
、

赤
坂
離
宮
お
よ
び
青
山
御
所
の
土
地
が
如
何
に
取
得
さ
れ
、
皇
宮
地
へ
編
入
さ
れ
て
い
っ

た
の
か
、
そ
の
経
緯
と
背
景
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
の
引
用
史
料
の
う
ち
特
に
所
蔵
先
を
記
さ
ず
、
文
書
番
号
と
識
別
番
号
の

み
を
示
し
た
史
料
は
、
す
べ
て
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
で
あ
る
。

一　

近
世
期
に
お
け
る
紀
州
徳
川
家
の
屋
敷
地
形
成

　

本
章
で
は
、
赤
坂
御
用
地
の
土
地
区
画
の
形
成
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
近
世
期
に

形
成
さ
れ
た
御
三
家
の
一
つ
紀
州
徳
川
家
の
屋
敷
地
形
成
の
過
程
を
概
観
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
史
料
の
制
約
も
あ
り
、
引
用
の
多
く
を
明
治
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
南
紀
徳
川
史
』

に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
に
断
っ
て
お
く
）
6
（

。

　

近
世
期
、
御
三
家
や
国
持
大
名
な
ど
規
模
の
大
き
な
大
名
家
に
お
い
て
は
、
江
戸
に
上

中
下
に
分
か
れ
る
幾
つ
か
の
屋
敷
地
を
持
っ
て
い
た
。
上
屋
敷
は
、
参
勤
交
代
に
際
し
て

江
戸
に
参
府
し
て
き
た
藩
主
や
そ
の
妻
子
の
居
所
と
し
て
利
用
さ
れ
、
中
屋
敷
は
隠
居
や

世
継
ぎ
、
参
勤
交
代
に
供
奉
し
た
藩
士
ら
の
住
居
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
下
屋
敷

は
火
除
け
地
と
し
て
江
戸
郊
外
に
造
ら
れ
、
多
く
の
場
合
園
庭
を
備
え
、
遊
興
の
場
と
し

て
も
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
）
7
（

。

　

紀
州
徳
川
家
の
場
合
、
近
世
初
頭
に
吹
上
へ
上
屋
敷
を
拝
領
し
、
竹
橋
御
殿
と
称
し
て

い
た
。
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
七
月
に
は
、
赤
坂
に
屋
敷
地
を
拝
領
し
、
中
屋
敷
と
し

て
利
用
し
て
い
た
。
図
①
は
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
頃
の
江
戸
を
描
い
た
「
江
戸
大

絵
図
」
の
う
ち
、
紀
州
徳
川
家
が
赤
坂
に
拝
領
し
た
中
屋
敷
の
近
辺
を
拡
大
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

図
①
中
に
は
、「
紀
伊
大
納
言
殿
下
屋
敷
」
と
あ
り
、
同
地
を
「
中
屋
敷
」
と
す
る

『
南
紀
徳
川
史
』
の
叙
述
と
は
齟
齬
が
あ
る
が
、
同
地
を
紀
州
徳
川
家
が
拝
領
し
て
い
る

図①　江戸大絵図（部分）（東京都立中央図書館蔵A14-1/ 東 A14-001）
　現在の赤坂御用地にあたる部分には、「紀伊大納言殿」あるいは「紀伊大納言殿下屋敷」
とある。その下部には、「青山下屋敷」、「青山大蔵屋敷」などがみえる。
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こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
は
、
大
池
、
中
の
池
な
ど
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
池
も
、
近
世

初
頭
は
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
弁
慶
掘
を
経
て
溜
池
と
繋
が
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え

よ
う
。
ま
た
、
図
の
下
部
に
は
「
青
山
下
屋
敷
」
あ
る
い
は
「
青
山
大
蔵
屋
敷
」
と
あ
り
、

青
山
家
の
屋
敷
地
と
な
っ
て
い
る
。
近
世
初
頭
に
お
い
て
は
赤
坂
か
ら
青
山
（
現
在
の
青

山
一
丁
目
交
差
点
近
辺
）
の
一
帯
を
紀
州
徳
川
家
が
拝
領
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
同

家
が
最
初
に
拝
領
し
た
の
は
赤
坂
の
屋
敷
地
の
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
紀
州
徳
川
家
の
屋
敷
地
が
変
遷
し
て
い
く
の
は
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）

に
江
戸
で
発
生
し
た
大
火
の
後
で
あ
る
。「
振
袖
火
事
」
と
も
称
さ
れ
る
こ
の
大
火
は
、

本
郷
丸
山
の
本
妙
寺
か
ら
出
火
し
、
江
戸
城
は
も
と
よ
り
、
市
中
の
大
部
分
を
焼
い
た
。

大
火
後
、
紀
州
徳
川
家
の
上
屋
敷
が
置
か
れ
て
い
た
吹
上
は
江
戸
城
の
火
除
け
地
と
な
り
、

同
家
は
現
在
の
紀
尾
井
町
に
新
し
く
屋
敷
地
を
拝
領
し
て
上
屋
敷
と
し
た
。

　

火
事
の
多
い
江
戸
に
あ
っ
て
は
、
紀
州
徳
川
家
の
屋
敷
地
も
し
ば
し
ば
被
災
し
、
御
殿

も
再
建
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
。
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
二
月
、
四
谷
伝
馬
町
か
ら
の

出
火
に
よ
り
御
殿
が
類
焼
し
た
際
に
は
、
翌
年
に
造
営
・
落
成
し
て
い
る
が
、
併
せ
て
青

山
に
あ
っ
た
甲
府
宰
相
と
青
山
下
野
守
の
屋
敷
地
が
幕
府
に
よ
り
上
地
と
な
り
、
紀
州
徳

川
家
の
屋
敷
地
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
現
在
に
つ
な
が
る
赤
坂
か
ら
青
山
に
か
け
た

広
範
な
屋
敷
地
が
、
こ
の
時
に
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　

そ
の
後
も
、
紀
州
徳
川
家
の
赤
坂
中
屋
敷
で
は
火
災
と
再
建
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
宝
暦

二
年
（
一
七
五
二
）、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
と
短
期
間
に
御
殿
の
全
焼
と
再
建
が
繰

り
返
さ
れ
、
藩
財
政
を
逼
迫
さ
せ
た
。
ま
た
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
は
、
紀
尾
井

町
に
拝
領
し
て
い
た
上
屋
敷
が
焼
失
し
、
以
後
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
。
以
後
は
、
明
治
維

新
に
至
る
ま
で
赤
坂
中
屋
敷
を
上
屋
敷
と
し
て
利
用
し
た
。

　

そ
の
赤
坂
中
屋
敷
に
お
い
て
も
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
三
月
に
広
敷
局
よ
り
出
火

し
、
御
殿
が
全
焼
し
た
。
同
年
閏
七
月
に
再
建
が
命
じ
ら
れ
、
同
十
一
年
八
月
に
落
成
し

た
。
こ
の
天
保
期
造
営
の
御
殿
は
、
そ
の
後
罹
災
す
る
こ
と
な
く
、
明
治
期
を
迎
え
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
皇
室
へ
献
上
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
紀
州
徳
川
家
の
赤
坂
中
屋
敷
は
広
範
な
敷
地
内
に
庭
園
が
造
ら
れ
て
い
た
。

庭
園
は
西
苑
と
も
呼
ば
れ
、
名
園
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
同
地
に
は
、
元
禄
十
年
（
一

六
九
七
）
に
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
、
文
政
十
年
に
一
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
、
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
に
一
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
な
ど
将
軍
の
御
成
が
あ
っ
た
ほ
か
、
文
政
十
一

年
に
は
田
安
家
の
徳
川
斉
荘
が
来
邸
す
る
な
ど
、
し
ば
し
ば
将
軍
や
大
名
が
訪
れ
、
交
際

の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　

図
②
に
示
し
た
の
は
、
天
保
十
一
年
に
御
殿
が
再
建
さ
れ
た
後
、
幕
末
期
に
お
け
る
紀

州
徳
川
家
の
赤
坂
中
屋
敷
の
御
殿
と
庭
園
の
様
子
で
あ
る
。
赤
坂
か
ら
青
山
一
帯
が
屋
敷

地
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
東
南
部
の
青
山
通
り
に
面
し
た
地
所
に
は
、「
玉

窓
寺
」
や
「
青
山
下
野
守
中
屋
鋪
」
が
あ
り
、
西
部
に
は
権
田
原
町
と
呼
ば
れ
る
町
人
地

が
あ
る
な
ど
、
一
円
が
紀
州
徳
川
家
の
屋
敷
地
で
は
な
い
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

　

明
治
期
以
降
、
宮
内
省
が
こ
れ
ら
の
土
地
を
ど
の
よ
う
に
取
得
し
、
皇
宮
地
に
編
入
し

て
い
く
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
次
章
以
降
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二　

紀
州
徳
川
家
か
ら
の
献
上

（
1
）
赤
坂
離
宮
の
設
置

　

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
四
月
、
徳
川
宗
家
が
江
戸
城
を
新
政
府
へ
明
け
渡
し
た
。
紀

州
徳
川
家
は
、
江
戸
城
に
代
わ
る
宗
家
の
居
住
地
と
し
て
、
明
治
元
年
七
月
か
ら
同
三
年

八
月
ま
で
赤
坂
邸
の
一
部
を
貸
し
渡
し
て
い
る
。

　

明
治
初
年
に
お
い
て
、
東
京
府
内
に
残
さ
れ
た
広
大
な
武
家
地
の
処
理
は
、
新
政
府
が
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抱
え
る
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
紀
州
徳
川
家
の
赤
坂
邸
も
例
外
で
は
な
く
、
同
家
は
広

範
な
敷
地
内
の
家
屋
修
繕
が
行
き
届
か
ず
、
不
要
な
建
物
は
取
り
壊
す
予
定
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
明
治
四
年
七
月
に
は
、
東
京
府
が
赤
坂
邸
を
府
学
校
に
引
き
直
す
べ
く
交
渉
し
て

い
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
宮
内
省
か
ら
東
京
府
少
参
事
の
河
鰭
実
文
へ
同
地
を
離
宮
と

し
た
い
旨
の
相
談
が
あ
っ
た
。
七
月
二
十
九
日
、
宮
内
省
は
同
地
へ
官
員
を
派
遣
し
、
東

京
府
と
共
に
実
地
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
）
8
（

。

　

さ
ら
に
、
宮
内
省
は
明
治
四
年
十
二
月
に
も
官
員
を
派
遣
し
、
紀
州
徳
川
家
の
赤
坂
邸

を
調
査
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
調
査
の
影
響
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
判
然
と
は
し
な

い
が
、
明
治
五
年
一
月
四
日
、
紀
州
徳
川
家
の
徳
川
茂
承
は
家
扶
の
上
田
専
太
郎
に
図
面

を
持
た
せ
、
宮
内
省
へ
遣
わ
し
、
次
の
伺
書
を
提
出
し
た
。

【
史
料
1
】

私
拝
領
赤
阪
邸
ノ
儀
ハ
山
手
ニ
御
座
候
、
就
テ
ハ
自
然
庭
内
場
広
ニ
テ
樹
木
ノ
植
付

モ
有
之
、
春
秋
御
遊
覧
ノ
地
ニ
モ
可
相
成
ト
奉
存
候
間
、
万
一
御
用
ニ
相
成
候
儀
ニ

御
座
候
ハ
ヽ
、
右
邸
内
分
割
献
上
仕
度
、
此
段
奉
伺
上
候
、
以
上
）
9
（

　

既
に
述
べ
た
通
り
、
赤
坂
邸
内
に
あ
る
西
苑
は
江
戸
時
代
以
来
、
名
園
と
し
て
名
高

か
っ
た
。
茂
承
は
、
同
地
を
「
春
秋
御
遊
覧
ノ
地
」
と
す
べ
く
、
庭
園
部
分
を
含
む
土
地

を
分
割
し
、
献
上
し
た
い
旨
を
う
か
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伺
書
の
提
出
後
、
同
月
二

十
五
日
に
紀
州
徳
川
家
は
東
京
府
か
ら
呼
ば
れ
、「
私
邸
分
割
献
上
御
聞
届
可
相
成
筈
」

と
の
旨
が
内
々
に
申
し
渡
さ
れ
、
私
邸
と
し
て
残
し
て
お
く
分
の
境
界
を
図
面
に
記
し
て

提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
紀
州
徳
川
家
は
、
私
邸
の
分
割
は
宮
内
省

の
指
図
に
任
せ
る
旨
を
申
し
出
て
い
る
。

　

二
月
十
七
日
、
紀
州
徳
川
家
家
扶
の
上
田
が
宮
内
省
へ
呼
ば
れ
出
頭
す
る
と
、
分
割
献

上
に
つ
い
て
伺
の
通
り
申
し
付
け
る
旨
が
正
式
に
達
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
三
月
十
九
日

図②　幕末期における紀州徳川家屋敷図（宮内公文書館蔵、38693）
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に
上
田
が
再
び
宮
内
省
へ
呼
ば
れ
る
と
邸
宅
献
上
に
つ
き
、
貸
金
二
万
五
千
円
が
下
賜
さ

れ
る
旨
が
達
せ
ら
れ
、
即
日
一
万
円
が
渡
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
具
体
的
な
引
き
渡
し

の
手
続
き
は
不
明
だ
が
、
三
月
二
十
三
日
に
は
「
赤
坂
ニ
離
宮
ヲ
被
置
候
旨
」
が
布
告
さ

れ
、
同
地
を
以
て
赤
坂
離
宮
と
す
る
旨
が
達
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
月
に
紀
州
徳
川
家
か
ら

の
献
上
の
伺
書
が
出
さ
れ
、
三
月
に
は
引
き
渡
し
が
済
み
、
短
期
間
で
離
宮
が
設
置
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
明
治
四
年
七
月
以
降
、
宮
内
省･

東
京
府
・
紀
州
徳

川
家
で
相
応
の
手
続
き
が
進
め
ら
れ
、
円
滑
な
引
き
渡
し
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が

え
よ
う
。

　

で
は
、
な
ぜ
宮
内
省
は
こ
う
し
た
早
急
な
対
応
を
迫
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
因
と
し

て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
英
照
皇
太
后
の
東
京
へ
の
行
啓
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ

う
に
、
赤
坂
離
宮
が
設
置
さ
れ
た
同
日
、
同
所
を
皇
太
后
御
所
に
す
る
こ
と
が
達
せ
ら
れ

て
い
る
）
10
（

。
こ
れ
よ
り
先
、
三
月
二
十
二
日
に
英
照
皇
太
后
は
、
京
都
大
宮
御
所
を
出
発
し
、

東
京
行
啓
の
途
に
つ
い
て
い
る
）
11
（

。
離
宮
が
設
置
さ
れ
た
後
、
四
月
十
一
日
に
品
川
へ
到
着

し
、
翌
日
赤
坂
離
宮
へ
入
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
坂
離
宮
設
置
の
背
景
に
は
、
英
照

皇
太
后
の
東
京
行
啓
に
よ
る
居
住
地
の
確
保
、
と
い
う
一
面
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
赤
坂
仮
皇
居
と
青
山
御
所

　

明
治
六
年
五
月
五
日
、
そ
れ
ま
で
皇
居
と
さ
れ
て
い
た
皇
城
（
旧
江
戸
城
西
丸
）
が
炎

上
し
た
た
め
、
同
日
に
は
赤
坂
離
宮
を
仮
皇
居
と
す
る
旨
が
布
告
さ
れ
た
。
即
日
、
明
治

天
皇
と
皇
后
（
昭
憲
皇
太
后
）
は
仮
皇
居
へ
移
徙
し
、
そ
れ
ま
で
皇
城
内
に
あ
っ
た
太
政

官
は
馬
場
先
門
の
教
部
省
庁
舎
へ
、
宮
内
省
は
天
皇
と
共
に
仮
皇
居
へ
そ
れ
ぞ
れ
移
転
し

て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
赤
坂
離
宮
は
明
治
五
年
以
来
、
英
照
皇
太
后
の
住
ま

い
と
さ
れ
て
お
り
、
天
皇
と
皇
后
が
移
る
こ
と
で
、
同
地
に
は
三
人
の
皇
族
が
住
む
こ
と

と
な
っ
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
同
年
六
月
六
日
、
紀
州
徳
川
家
の
徳
川
茂
承
か
ら
次
の
よ
う

な
願
書
が
宮
内
省
へ
提
出
さ
れ
た
。

【
史
料
2
】

仮　
　

皇
居
御
手
狭
ニ
付
、
私
邸
宅
御
用
ニ
も
可
相
成
哉
之　
　

御
内
沙
汰
有
之
邸

地
図
面
可
差
出
旨
奉
拝
承
候
、
右
は
昨
年
来
夫
是
取
崩
殊
外
荒
廃
仕
居
、
甚
以
奉
恐

入
候
得
共
、
万
一
御
用
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
誠
以
難
有
仕
合
奉
存
候
、
就
而
は
速
ニ
献
上

仕
度
、
依
而
大
略
図
面
相
添
奉
差
上
候
、
此
段
宜
御
執
奏
可
被
成
下
候
也

　

追
而
詳
細
図
面
取
調
出
来
次
第
、
差
出
候
様
可
仕
候
也
）
12
（

　

こ
こ
で
茂
承
は
、
赤
坂
離
宮
に
設
置
さ
れ
た
仮
皇
居
が
手
狭
で
あ
る
か
ら
、
昨
年
来
荒

廃
し
て
い
て
恐
れ
多
い
が
、
私
邸
が
御
用
に
な
る
な
ら
ば
献
上
し
た
い
旨
を
申
し
出
て
い

る
。
史
料
中
に
「
内
沙
汰
」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
よ
り
先
、
六
月
四
日
に
紀
州
徳
川
家
の

家
職
で
あ
る
高
田
渡
が
宮
内
省
へ
召
さ
れ
、
宮
内
少
丞
の
堤
正
誼
よ
り
「
仮
皇
居
之
処
御

手
狭
ニ
付
、
当
邸
宅
御
用
ニ
相
成
候
筈
御
内
意
有
之
」
と
あ
り
）
13
（

、
宮
内
省
か
ら
事
前
に
明

治
天
皇
の
意
向
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
願
書
を
受
け
て
、
六
月
八
日
、
宮
内
省
は
太
政
官
へ
「
何
分
手
狭
ニ
而
、
御
三
方

御
合
居
、
不
自
由
被
為
在
候
ニ
付
」
と
手
狭
で
あ
る
仮
皇
居
の
現
状
を
説
明
し
た
う
え
で
、

新
た
に
紀
州
徳
川
家
か
ら
献
上
さ
れ
る
土
地
を
「
皇
太
后
宮
御
所
」
と
し
た
い
旨
を
、
図

面
を
添
え
て
う
か
が
っ
て
い
る
）
14
（

。
そ
の
時
に
提
出
さ
れ
た
献
上
予
定
地
の
図
面
が
図
③
で

あ
る
。
図
③
に
よ
れ
ば
、
新
た
に
紀
州
徳
川
家
か
ら
献
上
さ
れ
る
土
地
は
、
現
在
の
西
門

に
か
か
る
地
所
で
あ
り
、
前
年
に
同
家
か
ら
分
割
献
上
さ
れ
た
土
地
の
残
り
の
部
分
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

太
政
官
は
、
絵
図
面
に
地
名
を
記
載
す
る
こ
と
、
紀
州
徳
川
家
は
現
在
同
地
に
居
住
し
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て
い
る
の
か
、
と
い
う
二
点
を
宮
内
省
へ
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
宮
内
省
は
、
献
上
地
は

第
三
大
区
一
三
小
区
赤
坂
四
丁
目
で
あ
る
こ
と
、
徳
川
茂
承
本
人
も
居
住
し
て
い
る
こ
と
、

と
い
う
二
点
を
回
答
し
て
い
る
）
15
（

。

　

こ
う
し
た
状
況
の
確
認
を
済
ま
せ
、
六
月
十
三
日
に
太
政
官
は
大
蔵
省
土
木
寮
へ
の
達

案
に
つ
い
て
審
議
し
て
い
る
。
少
し
長
文
に
な
る
が
、
献
上
の
経
緯
と
大
蔵
省
へ
の
指
示

が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
次
に
引
用
す
る
。

【
史
料
3
】

別
紙
宮
内
省
伺
仮　
　

皇
居
御
手
狭
ニ
付
、　　

皇
太
后
宮
御
所
別
ニ
御
設
ケ
相
成

度
処
、
正
三
位
徳
川
茂
承
邸
宅
献
上
仕
度
段
出
願
ニ
付
、
相
当
之
代
価
ヲ
以
御
買
上

相
成
度
と
の
趣
審
議
仕
候
処
、
願
書
中
右
邸
宅
御
用
ニ
も
可
相
成
哉
之
御
内
沙
汰
有

之
云
々
、
就
而
は
速
ニ
献
上
仕
度
ト
有
之
宮
内
省
伺
面
ニ
は
献
上
願
出
候
ニ
付
、
相

当
之
代
価
ヲ
以
御
買
上
相
成
云
々
ト
有
之
、
右
①

等
之
意
味
紙
上
ニ
而
は
了
解
難
致
ニ

付
、
同
省
及
推
問
候
処
、
右
②

邸
地
之
儀
は
離
宮
接
続
ニ
而
相
応
之
建
家
も
有
之
、　

　

太
后
宮
御
所
ニ
相
成
至
極
御
都
合
宜
敷
儀
ニ
は
候
得
共
、
同
家
邸
地
は
先
般
離
宮

ニ
も
御
用
相
成
、
再
応
之
儀
ニ
付
、
突
然
御
下
命
相
成
、
万
一
格
別
及
難
渋
候
事
情

等
ハ
無
之
哉
ト
内
意
承
糺
候
よ
り
御
用
可
相
成
ハ
献
上
仕
度
段
願
書
差
出
候
義
ニ
テ
、

元
来
彼
方
ヨ
リ
之
発
願
ニ
も
無
之
ニ
付
、
相
当
之
代
価
ヲ
以
御
買
上
之
方
ニ
も
可
有

之
哉
と
見
込
申
出
候
義
之
旨
申
聞
候
、
右
ニ
付
、
熟
考
仕
候
処
、
仮
③

　
　

皇
居
御
手

狭
ニ
付　
　

太
后
宮
別
御
所
御
設
不
被
為
在
候
而
は
、
御
差
支
之
段
事
実
無
御
拠
御

儀
と
奉
存
候
間
、
右
邸
宅
御
用
相
成
候
積
ヲ
以
、
先
ツ
土
木
寮
え
見
分
之
上
相
当
之

代
価
取
調
申
出
候
様
被
命
候
而
可
然
哉
、
尤
右
代
価
精
査
申
出
候
上
、
弥
御
用
相
成

候
御
決
議
ニ
候
ハ
ヽ
、
前
顕
情
実
は
有
之
候
ト
モ
矢
張
徳
川
従（
マ
マ
）三

位
願
之
通
、
邸
宅

献
上
被　

仰
付
、
代
価
相
当
之
金
高
御
賞
典
と
し
て
下
シ
賜
り
候
方
、
同
人
願
意
貫

図③　明治6年に紀州徳川家から献上された土地建物（国立公文書館蔵、公00814100）
　左上が青山通りであり、中央の掛紙には英照皇太后が移徙する御殿もあるのがうかがえる。
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徹
い
た
し
、
御
入
費
ハ
同
様
ニ
而
格
別
感
佩
可
仕
義
と
存
候
、
且
又
④

右
御
入
費
は
金

臨
時
之
御
出
方
ニ
而
宮
内
省
定
額
金
ニ
而
は
難
取
計
旨
宮
内
省
申
聞
候
処
、
炎
上
ニ

付
、
諸
向
ヨ
リ
之
献
金
ハ
右
等
之
御
用
途
ニ
被
為
充
、
至
当
之
義
と
被
存
候
間
、
土

木
寮
ヨ
リ
代
価
申
立
候
上
、
夫
々
御
達
相
成
可
然
哉
、
依
テ
同
寮
へ
御
達
案
取
調
相

伺
候
也
（
後
略
））
16
（

　

傍
線
部
に
沿
っ
て
史
料
を
確
認
し
て
い
く
。
①
先
日
来
、
宮
内
省
が
太
政
官
へ
問
い
合

わ
せ
て
い
た
紀
州
徳
川
家
か
ら
の
献
上
の
件
は
、
そ
の
意
図
や
状
況
が
良
く
伝
わ
っ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
で
、
宮
内
省
へ
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
こ
と
が
判
明
し
た
。
②
紀

州
徳
川
家
の
邸
宅
は
赤
坂
離
宮
へ
接
続
し
、
相
応
の
建
物
も
あ
り
、
皇
太
后
宮
の
御
所
と

す
る
に
は
都
合
が
良
い
。
け
れ
ど
も
、
同
家
の
邸
宅
は
先
年
に
赤
坂
離
宮
と
な
っ
て
お
り
、

献
上
は
二
回
目
で
あ
る
。
突
然
の
下
命
と
な
り
難
渋
し
て
い
る
事
情
も
あ
る
か
も
わ
か
ら

ず
、
内
意
を
受
け
て
献
上
を
申
し
出
た
の
で
あ
っ
て
、
紀
州
徳
川
家
か
ら
の
発
願
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
で
、
宮
内
省
は
相
当
の
代
価
を
も
っ
て
買
い
上
げ
た
方
が
良

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
込
み
を
申
し
出
た
。
③
こ
の
件
に
つ
き
、
太
政
官
で
熟
考

し
た
と
こ
ろ
、
仮
皇
居
が
手
狭
な
の
で
皇
太
后
宮
御
所
を
別
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
で
、
紀
州
徳
川
家
の
邸
宅
を
利
用
す
る
つ

も
り
で
土
木
寮
へ
代
価
を
取
り
調
べ
さ
せ
、
そ
れ
を
精
査
し
た
う
え
で
、
い
よ
い
よ
御
用

と
な
る
と
決
ま
っ
た
時
は
、
先
年
の
事
情
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
徳
川
茂
承
の
邸
宅

献
上
を
認
め
、
代
価
相
当
の
金
高
を
下
賜
し
、
入
費
も
同
様
に
し
て
感
謝
す
る
べ
き
と
考

え
る
。
④
入
費
に
つ
い
て
は
、
宮
内
省
の
定
額
予
算
で
は
賄
い
き
れ
な
い
と
聞
い
た
の
で
、

皇
城
炎
上
を
受
け
、
諸
向
か
ら
の
献
金
を
そ
れ
に
充
て
る
こ
と
が
当
然
と
考
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
六
月
二
十
八
日
、
大
蔵
省
は
見
積
帳
を
添
え
て
、
紀
州
徳
川
家
の
献
上

を
願
い
出
た
土
地
は
一
万
五
八
九
五
円
に
相
当
す
る
旨
を
太
政
官
へ
回
答
し
て
い
る
。
さ

ら
に
同
日
、
太
政
官
は
東
京
府
へ
徳
川
茂
承
邸
の
坪
数
と
地
券
高
に
つ
い
て
取
り
調
べ
を

依
頼
し
、
翌
日
回
答
を
得
て
い
る
。
ま
た
、
七
月
に
入
る
と
太
政
官
は
、
東
京
府
に
徳
川

邸
の
近
接
地
に
つ
い
て
も
坪
数
と
地
券
高
を
取
り
調
べ
さ
せ
て
お
り
、
次
章
で
述
べ
る
よ

う
な
近
接
地
の
編
入
が
既
に
企
図
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
）
17
（

。

　

徳
川
邸
に
つ
い
て
は
、
七
月
十
三
日
に
献
上
願
い
を
受
け
て
嘉
納
さ
れ
、
即
日
金
二
万

円
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
な
お
同
日
に
は
、
ほ
か
に
銀
行
証
券
で
金
一
万
五
千
円
も
支
払

わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
前
年
に
赤
坂
邸
を
献
上
し
た
際
の
賞
典
の
残
金
で
あ
る
。
こ
の
後
、

紀
州
徳
川
家
は
十
月
四
日
に
引
き
払
い
、
日
本
橋
浜
町
の
邸
宅
へ
と
転
居
し
て
い
く
）
18
（

。
同

地
は
、
明
治
七
年
一
月
二
十
八
日
、
青
山
御
所
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
）
19
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
赤
坂
御
用
地
の
大
部
分
は
明
治
五
年
、
同
六
年
の
二
度
に
わ
た

り
、
紀
州
徳
川
家
か
ら
献
上
さ
れ
た
土
地
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
献
上
に
際
し

て
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
代
価
相
当
の
賞
典
が
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
売
買
で

あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
赤
坂
御
用
地
が
現
在
の
区
画
を
形
成

し
て
い
く
に
は
、
近
接
す
る
地
所
の
編
入
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

三　

近
接
地
の
編
入

　

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
紀
州
徳
川
家
か
ら
、
二
度
目
の
献
上
を
経
た
後
、
宮
内
省

は
赤
坂
離
宮
お
よ
び
青
山
御
所
の
近
接
地
を
編
入
し
て
い
く
。
本
章
で
は
、
こ
の
う
ち
主

要
な
例
と
し
て
、
玉
窓
寺
と
権
田
原
町
の
編
入
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
1
）
玉
窓
寺
の
編
入

　

玉
窓
寺
は
、
現
在
南
青
山
に
あ
る
曹
洞
宗
の
寺
院
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
文
政
期
に
玉
窓
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寺
か
ら
幕
府
へ
提
出
さ
れ
た
「
寺
社
書
上
」
を
も
と
に
）
20
（

、
同
寺
の
縁
起
を
確
認
し
て
い
く
。

　

玉
窓
寺
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）、
青
山
忠
成
の
娘
で
あ
る
玉
窓
秀
珍
大
禅
尼
が

卒
去
し
、
忠
成
内
室
の
志
願
に
よ
っ
て
、
同
九
年
に
青
山
家
の
下
屋
敷
に
位
牌
所
が
建
て

ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
に
三
代
将
軍
徳
川
家
光

が
、
鷹
狩
り
の
帰
途
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
を
契
機
に
拝
領
地
を
用
意
す
る
こ
と
が
仰
せ
渡

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
十
一
月
、
紀
州
徳
川
家
と
の
屋
敷
境
と

な
っ
て
い
た
地
内
に
替
地
さ
れ
引
き
移
っ
た
。
前
掲
の
図
②
に
あ
る
よ
う
に
、
紀
州
徳
川

家
の
屋
敷
地
と
青
山
通
り
に
挟
ま
れ
た
場
所
が
そ
れ
で
あ
り
、
玉
窓
寺
は
こ
の
地
で
明
治

維
新
を
迎
え
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
明
治
五
年
以
降
、
紀
州
徳
川
邸
が
分
割
献
上
さ
れ
、
赤
坂
離
宮
、
さ
ら
に
は

青
山
御
所
と
な
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
明
治
十
一
年
七

月
四
日
に
玉
窓
寺
住
職
の
中
村
牛
童
か
ら
東
京
府
知
事
楠
本
正
隆
へ
次
の
よ
う
な
願
書
が

提
出
さ
れ
る
。

【
史
料
4
】

右（
玉
窓
寺
）
寺
儀
、
是
迄
赤
坂
青
山
両
御
所
ニ
相
狭
シ
大
伽
藍
ヲ
建
控
諸
檀
家
之
墳
墓
置
数
多

之
石
碑
ヲ
相
飾
り
、
此
儘
現
存
罷
在
候
テ
ハ
若
万
一
非
常
等
之
取
締
向
不
注
意
ヨ
リ

無
念
有
之
候
節
は
寺
檀
共
奉
恐
入
候
義
ニ
付
、
右
条
宮
内
省
ヘ
御（マ
マ
）

問
会
セ
ノ
上
、
従

前
ノ
地
所
其
儘
上
地
仕
、
右
換
地
相
願
、
朱
引
外
青
山
埋
葬
地
之
内
管（マ
マ
）

有
地
ヘ
換
地

ヲ
賜
り
、
右
玉
窓
寺
有
懇
之
儘
引
移
シ
申
度
、
尤
堂
宇
并
ニ
墓
所
石
碑
共
引
移
シ
之

義
モ
、
於
寺
創
立
之
開
基
ヲ
始
メ
双
檀
中
ヘ
事
由
申
述
候
処
、
一
同
承
知
仕
、
連
署

調
印
仕
候
処
、
何
分
引
移
シ
失
費
等
莫
大
之
義
ニ
付
、
檀
家
示
談
及
候
処
、
何
レ
モ

困
難
罷
在
候
折
柄
、
殊
ニ
拙
寺
迚
モ
猶
以
テ
貧
寺
之
義
ニ
付
、
自
力
ニ
及
ヒ
難
ク
殆

ト
堂（
マ
マ
）惑仕
候
間
、
何
卒
以
越
格
之　

御
哀
仁
取
崩
シ
引
移
シ
再
建
行
届
候
様
、
至
当

之
御
手
当
賜
り
度
、
右
条
開
基
始
メ
檀
中
惣
代
連
印
ヲ
以
テ
奉
懇
願
候
也
（
後
略
））
21
（

　

玉
窓
寺
は
、
赤
坂
離
宮
と
青
山
御
所
に
挟
ま
れ
て
お
り
、
現
状
の
ま
ま
で
非
常
の
際
に

不
注
意
が
あ
っ
て
は
恐
れ
多
い
と
し
、
宮
内
省
へ
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、
地
所
を
上
地
し
、

青
山
墓
地
内
の
官
有
地
へ
替
え
地
を
賜
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
中
村
か
ら
の
願
書
を
受

け
て
、
東
京
府
は
、
青
山
墓
地
は
「
人
民
の
共
有
」
地
で
あ
る
か
ら
、
替
え
地
と
し
て
は

差
し
支
え
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
東
京
府
が
さ
ら
に
中
村
へ
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
青
山
南
町
に
あ
る
「
人
民
所
有
地
」
を
購
入
し
た
い
旨
を
申
し
出
て
い
る
）
22
（

。

　

明
治
十
二
年
一
月
三
十
一
日
、
東
京
府
知
事
楠
本
正
隆
は
、
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
へ
中

村
か
ら
の
願
書
に
つ
い
て
尋
ね
、
宮
内
省
で
詮
議
し
て
も
ら
う
よ
う
願
っ
て
い
る
。
宮
内

省
で
は
、
内
匠
寮
に
よ
る
調
査
が
開
始
さ
れ
た
。
調
査
の
結
果
と
し
て
、
本
堂
や
庫
裡
な

ど
を
引
き
建
て
直
す
価
格
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
こ
と
、
十
分
行
き
届
く
よ
う
に
改
葬
を

行
う
こ
と
、
寺
院
の
上
地
で
あ
る
か
ら
将
来
に
差
し
障
り
が
な
い
よ
う
注
意
す
る
こ
と
な

ど
を
報
告
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
月
二
十
一
日
に
宮
内
省
は
、
東
京
府
の
主
任
官
で
あ

る
宇
都
野
正
武
を
呼
び
、
玉
窓
寺
の
具
体
的
な
移
転
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
）
23
（

。

　

宮
内
省
は
、
こ
う
し
た
議
論
や
東
京
府
と
の
調
整
を
経
て
、
三
月
七
日
に
玉
窓
寺
の
移

転
費
と
し
て
五
八
四
九
円
一
八
銭
の
支
払
い
を
決
め
た
。
同
費
用
は
、
四
月
二
十
三
日
に

東
京
府
へ
支
払
わ
れ
、
金
銭
面
で
の
手
続
き
は
終
了
し
て
い
る
）
24
（

。

　

こ
の
後
、
実
際
に
宮
内
省
へ
土
地
が
引
き
渡
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
①
墓
所
の
改
葬
、
②

地
種
の
組
み
換
え
、
と
い
う
二
点
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
墓
所
の
改
葬
に
つ
い

て
確
認
し
て
い
こ
う
。
明
治
十
三
年
一
月
十
九
日
、
玉
窓
寺
住
職
の
中
村
か
ら
東
京
府
へ

次
の
よ
う
な
伺
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
5
】

右（
玉
窓
寺
）
寺
儀
明
治
十
二
年
四
月
廿
八
日
転
地
願
済
ニ
相
成
、
伽
藍
并
ニ
墓
所
石
碑
有
之
分
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ハ
勿
論
、
印
無
之
無
縁
之
残
骨
ニ
至
迄
探
索
シ
丁
寧
改
葬
仕
候
、
然
ル
処
、
墓
所
中

ニ
古
キ
木
ノ
根
拾
六
ヶ
所
有
之
候
ニ
付
、
此
木
ノ
根
下
旧
骨
有
之
哉
モ
難
計
、
縣
念

仕
、
堀
上
探
索
仕
候
得
ハ
毎
根
下
旧
骨
有
之
皆
々
改
葬
仕
、
最
早
引
ナ
ラ
シ
ヲ
致
シ

上
地
仕
度
心
底
ニ
御
坐
候
得
共
、
墓
所
付
属
之
樹
木
左
之
別
書
之
通
拾
弐
本
有
之
候
、

此
樹
木
根
下
ト
雖
モ
旧
骨
之
有
無
難
計
、
掛
念
罷
在
候
、
堀
上
探
索
致
候
哉
、
此
儘

上
地
仕
候
哉
、
此
段
奉
御
伺
候
也
（
後
略
））
25
（

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
二
年
四
月
の
転
地
決
定
以
降
、
内
匠
寮
が
調
査
・
報
告
し
て

い
た
よ
う
に
、
玉
窓
寺
で
は
、
墓
所
・
石
碑
は
も
ち
ろ
ん
、
無
縁
の
遺
骨
に
つ
い
て
も
丁

寧
に
改
葬
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
十
六
本
の
古
木
の
下
に
も
遺
骨
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
、
と
懸
念
し
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
全
て
の
古
木
の
下
に
遺
骨
が
あ
り
、
改
葬
し

た
。
現
在
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
土
地
を
引
き
な
ら
し
て
上
地
し
た
い
が
、
墓
所
に
付
属

す
る
樹
木
は
他
に
も
あ
り
、
骨
が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い

か
、
と
う
か
が
っ
て
い
る
。

　

伺
書
を
受
け
た
東
京
府
は
、
一
月
三
十
一
日
に
宮
内
省
へ
そ
の
対
応
を
照
会
し
て
い
る
。

二
月
三
日
、
宮
内
省
は
そ
の
ま
ま
上
地
す
る
旨
を
東
京
府
へ
回
答
し
て
お
り
、
結
果
と
し

て
玉
窓
寺
の
樹
木
の
下
は
、
遺
骨
の
調
査
が
実
施
さ
れ
な
い
ま
ま
、
宮
内
省
へ
引
き
渡
さ

れ
た
。

　

次
に
地
種
の
組
み
換
え
に
つ
い
て
で
あ
る
。
宮
内
省
へ
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

玉
窓
寺
跡
地
は
、
ひ
と
ま
ず
官
有
地
第
三
種
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
宮
内
省
は
、
東
京
府

と
内
務
省
と
調
整
し
た
う
え
で
、
明
治
十
三
年
五
月
二
十
二
日
に
太
政
官
へ
官
有
地
第
一

種
皇
宮
地
へ
の
組
み
換
え
を
上
申
し
て
い
る
。

　

五
月
二
十
八
日
、
上
申
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
六
月
十
二
日
に
地
種
組
み
換
え
を
東
京
府

へ
達
し
、
十
八
日
に
同
地
は
宮
内
省
へ
引
き
渡
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
十
一
日
に
宮
内
省

か
ら
東
京
府
へ
請
書
を
出
す
こ
と
で
、
移
管
が
完
了
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
治
十
一
年
七
月
に
玉
窓
寺
住
職
中
村
牛
童
か
ら
上
地
の
上
申
書
が
提

出
さ
れ
て
以
降
、
お
よ
そ
二
年
間
に
お
よ
ぶ
事
務
手
続
き
と
改
葬
を
経
て
、
同
地
は
皇
宮

地
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

（
2
）
明
治
十
年
の
権
田
原
町
編
入

　

権
田
原
町
も
赤
坂
離
宮
お
よ
び
青
山
御
所
に
近
接
す
る
町
で
あ
り
、
前
掲
の
図
②
中
で

は
、
左
側
の
地
所
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
、
文
政
期
に
町
名
主
か
ら
江
戸
幕
府
へ
提
出
さ

れ
た
「
町
方
書
上
」
か
ら
、
基
本
事
項
を
確
認
し
て
お
き
た
い
）
26
（

。

　

町
名
に
つ
い
て
、
年
代
は
不
明
だ
が
町
内
に
権
田
丈
之
助
な
る
人
物
の
屋
敷
地
が
あ
り
、

そ
れ
が
由
来
で
あ
る
と
い
う
。
近
世
の
名
主
は
、
雉
子
橋
門
外
に
屋
敷
を
拝
領
し
て
い
た

が
、
御
用
地
と
し
て
召
し
上
げ
ら
れ
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）、
現
在
の
場
所
へ
替
地

を
拝
領
し
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
は
町
奉
行
支
配
の
町
と
な
っ
て
い
る
。
地
主
が

三
人
い
る
こ
と
か
ら
、
三
軒
家
町
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

権
田
原
町
の
皇
宮
地
編
入
に
つ
い
て
、
話
が
あ
が
る
の
は
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）

の
こ
と
で
あ
る
。
二
月
二
十
三
日
、
東
京
府
知
事
楠
本
正
隆
か
ら
宮
内
省
へ
次
の
よ
う
な

願
書
が
絵
図
面
を
添
え
て
提
出
さ
れ
る
。

【
史
料
6
】

当（東
京
府
）
府
下
第
三
大
区
拾
壱
小
区
青
山
権
田
原
町
別
紙
紅
色
之
地
所
は
赤
坂
御
所
接
続
之

高
地
ニ
シ
テ
宮
内
ヲ
眼
底
ニ
見
下
シ
候
場
所
ニ
付
、
当
府
之
注
意
ヲ
以
テ
即
今
迄
民

地
ニ
払
下
之
儀
見
合
置
候
処
、
方
今
地
租
改
正
之
際
、
地
種
編
入
方
決
定
不
致
候
テ

ハ
差
支
候
ニ
付
、
御
省
官
有
地
ニ
御
囲
込
相
成
間
敷
哉
、
尤
右
地
所
ハ
別
段
地
代
等

御
下
渡
ニ
不
及
候
ハ
勿
論
ニ
候
得
共
、
接
続
之
地
主
共
ヘ
仮
預
ケ
取
計
、
現
今
桑
茶
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或
ハ
蔬
菜
等
植
付
置
候
事
ニ
付
、
右
代
価
丈
ケ
御
下
金
之
儀
申
出
候
節
、
可
然
評
議

有
之
度
、
乍
去
御
入
用
之
儀
も
無
之
候
ハ
ヽ
、
接
近
之
地
主
共
ヘ
相
当
代
価
ヲ
以
払

下
民
有
地
と
相
定
申
度
、
有
無
至
急
御
返
答
有
之
度
候
也
）
27
（

　

東
京
府
の
願
意
は
、
権
田
原
町
の
う
ち
、
赤
坂
離
宮
・
青
山
御
所
へ
隣
接
す
る
地
所
は
、

高
地
に
な
っ
て
お
り
離
宮
内
を
見
下
ろ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
、
東
京
府
が
注
意
し
て

民
有
地
へ
の
払
い
下
げ
を
見
合
わ
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
般
の
地
租
改
正
に
際
し
て
、

ど
の
よ
う
な
土
地
で
あ
っ
て
も
地
種
を
決
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
宮
内
省
の
官

有
地
と
し
て
編
入
し
て
は
ど
う
か
。
も
っ
と
も
地
代
は
不
要
で
あ
る
が
、
地
所
は
近
接
す

る
地
主
に
預
け
、
桑
・
茶
・
蔬
菜
な
ど
を
植
え
付
け
て
あ
る
の
で
、
そ
の
代
価
を
申
し
出

た
時
は
支
払
っ
て
ほ
し
い
。
特
に
宮
内
省
が
入
用
で
な
け
れ
ば
、
地
主
た
ち
へ
払
い
下
げ
、

民
有
地
と
す
る
の
で
、
至
急
返
答
が
ほ
し
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

宮
内
省
で
は
、
早
々
に
省
議
に
及
び
、
二
月
二
十
六
日
に
は
桑
・
茶
・
蔬
菜
の
代
価
が

い
く
ら
に
な
る
か
、
東
京
府
へ
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
六
月
五
日
、
東
京
府
か
ら
の
回
答

が
あ
り
、
何
礼
之
ら
近
接
す
る
土
地
の
所
有
者
と
そ
の
代
価
が
、
宮
内
省
へ
伝
え
ら
れ
た
。

　

代
価
の
調
査
を
受
け
た
宮
内
省
で
は
、
六
月
二
十
三
日
に
同
地
を
「
官
有
地
ニ
囲
込
之

事
ニ
評
決
」
し
た
旨
を
東
京
府
へ
回
答
し
て
い
る
。
続
く
二
十
五
日
に
は
内
務
省
へ
、
権

田
原
町
の
う
ち
二
六
六
〇
坪
九
合
八
勺
を
官
有
地
第
一
種
皇
宮
地
に
組
み
込
む
こ
と
に
つ

い
て
、
差
し
支
え
の
有
無
を
照
会
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
七
月
十
六
日
に
は
東
京
府
の
役

人
が
宮
内
省
へ
出
頭
し
て
い
る
。
東
京
府
は
、
皇
宮
地
に
す
る
予
定
の
地
所
の
う
ち
、
権

田
原
町
三
〇
番
地
を
悉
皆
囲
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
は
、
皇
宮
地
が
民
有
地
に
陥
入
す
る
よ

う
に
な
り
、
地
形
も
悪
く
不
都
合
で
あ
る
の
で
、
調
整
し
た
い
旨
を
申
し
出
て
、
宮
内
省

は
了
承
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
八
月
十
日
に
内
務
省
か
ら
差
し
支
え
な
い
旨
の
回
答
を
得
た
後
、
宮
内
省
は

同
二
十
四
日
に
太
政
官
へ
次
の
よ
う
に
上
申
し
て
い
る
。

【
史
料
7
】

当
府
下
第
三
大
区
十
一
小
区
青
山
権
田
原
町
別
紙
図
面
紅
色
之
地
所
ハ　

皇
居
接
近

之
高
地
御
廓
内
ヲ
眼
底
ニ
見
下
候
場
所
ニ
付
、
東
京
府
之
注
意
ヲ
以
、
即
今
迄
民
地

ニ
払
下
見
合
置
候
処
、
右
地
所
合
貮
千
四
百
四
拾
九
坪
弐
合
八
勺
、
今
般
当
省
へ
引

受
官
有
地
第
一
種
皇
宮
地
ニ
組
込
除
税
相
成
度
候
、
尤
別
紙
図
中
三
拾
番
地
尻
之
義

は
三
百
七
拾
弐
坪
四
合
九
勺
有
之
候
処
、
右
ヲ
悉
皆
囲
込
候
テ
ハ
民
有
地
ヘ
突
入
、

体
裁
不
宜
候
ニ
付
、
図
中
掛
ケ
紙
之
通
分
割
致
シ
紅
色
之
分
百
六
拾
坪
七
合
九
勺
囲

込
致
度
候
、
依
テ
一
応
内
務
省
へ
及
協
議
候
処
、
差
支
無
之
趣
返
答
有
之
候
、
前
顕

御
允
裁
之
上
、
早
々
其
筋
へ
御
達
相
成
度
、
此
段
及
上
申
候
也
）
28
（

　

こ
の
時
、
別
紙
図
面
と
し
て
添
え
ら
れ
た
の
が
図
④
で
あ
る
。
朱
色
の
部
分
が
、
今
回

皇
宮
地
と
し
て
編
入
さ
れ
る
箇
所
で
あ
り
、
三
〇
番
地
の
掛
け
紙
は
、
東
京
府
か
ら
の
申

し
出
に
よ
っ
て
分
割
し
た
地
所
で
あ
る
。
各
番
地
の
う
ち
赤
坂
離
宮
へ
隣
接
す
る
部
分
が

組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
こ
の
上
申
は
、
九
月
一
日
に
了
承
さ
れ
、

同
月
二
十
五
日
に
東
京
府
か
ら
宮
内
省
へ
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
に
皇
宮

地
へ
編
入
さ
れ
な
か
っ
た
権
田
原
町
の
残
り
の
地
所
は
、
追
っ
て
東
京
府
の
土
地
へ
と
組

み
込
ま
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
）
29
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
民
有
地
の
編
入
は
東
京
府
を
介
し
て
、
宮
内
省
と
の
調
整
の
う
え
で
実

施
さ
れ
て
い
っ
た
。
で
は
、
な
ぜ
明
治
五
年
と
六
年
の
二
度
に
わ
た
り
、
紀
州
徳
川
家
か

ら
宮
内
省
へ
土
地
が
献
上
さ
れ
て
以
後
、
赤
坂
離
宮
や
青
山
御
所
に
近
接
す
る
地
所
が

次
々
と
皇
宮
地
へ
編
入
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

宮
内
省
の
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
仮
皇
居
と
な
っ
た
赤
坂
離
宮
と
皇
太
后
宮
御
所
と

な
っ
た
青
山
御
所
を
拡
大
し
、
一
円
を
同
省
に
て
管
理
し
た
い
と
い
う
考
え
は
、
少
な
か
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ら
ず
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
政
府
に
よ
る
地
租
改
正
事
業
に
注
目
し
た

い
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
明
治
六
年
七
月
「
地
租
改
正
法
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
国
内
の
全
て
の
土
地
に
地
種
が
決
め
ら
れ
、
調
査
の
う
え
地
券
が
発
行
さ
れ
、

定
め
ら
れ
た
地
価
に
応
じ
て
税
金
を
納
め
る
こ
と
と
な
っ
た
）
30
（

。

　

東
京
府
に
お
い
て
は
、
明
治
九
年
五
月
中
に
地
券
局
官
員
に
よ
る
坪
数
検
査
に
よ
っ
て

は
じ
め
ら
れ
、
明
治
十
一
年
五
月
の
新
税
施
行
認
可
ま
で
約
二
年
を
費
や
し
て
実
施
さ
れ

て
い
る
）
31
（

。
権
田
原
町
が
皇
宮
地
へ
編
入
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
最
中
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
皇
宮
地
編
入
の
背
景
を
考
え
る
際
に
、
手
が
か
り
と
な

る
こ
と
は
【
史
料
7
】
中
に
あ
る
「
除
税
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
本
稿
冒
頭
で
整
理
し

た
よ
う
に
、
明
治
七
年
の
「
地
所
名
称
区
別
改
定
」（
太
政
官
布
告
第
一
二
〇
号
）
に

よ
っ
て
、
官
有
地
と
民
有
地
が
区
別
さ
れ
、
官
有
地
の
な
か
は
、
さ
ら
に
第
一
種
か
ら
第

四
種
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　

皇
宮
地
は
官
有
地
第
一
種
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
同
地
は
「
地
券
ヲ
発
セ
ス
地
租
ヲ
課

セ
ス
区
入
費
ヲ
賦
セ
サ
ル
ヲ
法
ト
ス
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
皇
宮
地
は
非
課
税
で
あ
り
、

東
京
府
は
支
払
う
税
金
を
減
額
す
る
た
め
、
権
田
原
町
の
う
ち
青
山
御
所
に
近
接
す
る
地

所
を
皇
宮
地
へ
編
入
し
た
い
と
申
し
出
た
訳
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
編
入
さ
れ
た
地
所
は

東
京
府
の
主
張
す
る
通
り
、
皇
宮
地
に
近
接
す
る
高
台
で
あ
り
、
民
有
地
と
す
る
に
は
不

都
合
な
事
情
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
に
は
地
租
改
正
に
と
も
な
う
「
除
税
」
の

一
環
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
大
正
期
に
お
け
る
権
田
原
町
の
編
入

　

明
治
十
年
に
編
入
さ
れ
な
か
っ
た
皇
宮
地
に
近
接
す
る
権
田
原
町
の
残
り
の
地
所
は
、

図④　権田原町の図（国立公文書館蔵、公02130100）
　朱書きで囲まれている部分が、明治10年に皇宮地へ編入された地所である。
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そ
の
後
ど
の
よ
う
に
し
て
皇
宮
地
へ
組
み
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
最
後
に
、
こ

の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

明
治
四
十
年
三
月
三
十
一
日
、
来
る
明
治
四
十
五
年
四
月
一
日
よ
り
十
月
三
十
一
日
ま

で
、
東
京
府
下
に
お
い
て
日
本
大
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
裁
可
さ
れ
た
）
32
（

。
こ
れ
は
、

日
本
で
最
初
の
万
国
博
覧
会
を
開
催
し
よ
う
と
計
画
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治
四
十
年
三
月

に
農
商
務
省
内
に
博
覧
会
事
務
局
が
設
置
さ
れ
た
。
同
年
十
一
月
に
は
青
山
練
兵
場
に
第

一
会
場
、
代
々
木
御
料
地
に
第
二
会
場
を
設
け
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
青
山
練
兵
場
の
周

辺
で
は
土
地
の
確
保
と
整
備
が
進
め
ら
れ
た
）
33
（

。

　

そ
う
し
た
な
か
、
明
治
四
十
一
年
五
月
に
、
博
覧
会
場
の
正
門
を
青
山
六
軒
町
の
地
内

に
建
設
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
た
。
そ
こ
に
隣
接
す
る
権
田
原
町
や
元
鮫
河
橋
南
町
の
一

部
を
博
覧
会
の
敷
地
に
編
入
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
博
覧
会
事
務
局
は
、
東
京
府
か
ら

同
地
所
を
収
用
し
た
）
34
（

。
こ
の
権
田
原
町
の
地
所
は
、
明
治
十
年
に
皇
宮
地
へ
組
み
込
ま
れ

な
か
っ
た
地
所
で
あ
り
、
同
地
に
は
正
門
へ
続
く
道
路
の
建
設
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
明
治
四
十
四
年
十
一
月
、
政
府
は
財
政
難
を
理
由
に
日
本
大
博
覧
会
は
中
止

と
す
る
こ
と
を
閣
議
決
定
し
、
会
場
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
工
事
は
全
て
取
り
や
め
と
な
っ

て
い
る
）
35
（

。

　

残
さ
れ
た
の
は
、
博
覧
会
開
催
の
た
め
取
得
・
整
備
さ
れ
た
青
山
練
兵
場
周
辺
の
土
地

で
あ
る
。
御
料
地
や
そ
の
他
の
土
地
の
処
理
に
つ
い
て
、
明
治
四
十
五
年
二
月
八
日
、
日

本
大
博
覧
会
副
総
裁
の
牧
野
伸
顕
は
、
宮
内
大
臣
渡
邊
千
秋
へ
照
会
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
青
山
権
田
原
町
に
か
か
る
部
分
を
次
に
あ
げ
る
。

【
史
料
8
】

一
、
当
局
ニ
於
テ
買
収
致
候
青
山
権
田
原
町
ノ
内
、
大
要
別
紙
図
面
朱
線
ノ
区
域
ハ
、

此
際
貴
省
ニ
於
テ
当
省
買
上
実
価
ヲ
以
テ
御
引
取
相
成
候
様
致
度
、
最
モ
実
地
ノ

区
域
価
格
等
ハ
当
局
主
任
官
ト
貴
省
御
主
任
ト
御
協
議
致
度
、
尚
右
区
域
内
ノ
道

路
敷
地
ノ
組
換
変
更
等
ハ
貴
省
ニ
御
引
取
ノ
上
其
筋
ニ
御
交
渉
相
成
候
義
便
宜
ト

存
候
）
36
（

（
前
後
略
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
権
田
原
町
の
地
所
は
農
商
務
省
が
買
い
上
げ
た
際
と
同
様
の
価
格
で
、

宮
内
省
に
買
い
取
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
し
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、
農
商
務
省

と
宮
内
省
帝
室
林
野
管
理
局
と
の
間
で
、
坪
数
や
買
収
価
格
の
協
議
を
経
て
、
大
正
二
年

（
一
九
一
三
）
一
月
二
十
九
日
に
権
田
原
町
の
土
地
と
立
木
竹
を
合
わ
せ
て
、
二
一
万
三

八
八
〇
円
二
銭
に
て
譲
り
受
け
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
る
。
こ
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
大

正
二
年
度
の
予
算
に
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
同
年
十
一
月
に
引
き
渡
し
と
支
払
い

が
実
施
さ
れ
た
）
37
（

。

　

次
に
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
、
権
田
原
町
を
皇
宮
地
へ
編
入
す
る
際
の
道
路
の
付
け
替

え
に
つ
い
て
で
あ
る
。【
史
料
8
】
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
通
り
、
権
田
原
町
内
に
は
道

路
（
以
下
、
旧
道
路
）
が
通
っ
て
お
り
、
御
料
地
へ
編
入
す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
廃
止

し
地
所
外
へ
付
け
替
え
る
（
以
下
、
新
道
路
）
必
要
が
生
じ
た
。

　

こ
れ
に
つ
き
、
帝
室
林
野
管
理
局
と
内
匠
寮
、
東
京
府
、
東
京
市
と
の
協
議
が
な
さ
れ

た
。
帝
室
林
野
管
理
局
に
お
い
て
、
旧
道
路
は
廃
止
の
う
え
無
償
に
て
御
料
地
へ
編
入
す

る
旨
が
決
め
ら
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
東
京
府
へ
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
道
路
新
設
工
事

費
や
建
設
物
移
転
費
な
ど
を
負
担
す
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
旨
の
回
答
を
得
た
。
工
事

の
施
工
は
東
京
市
へ
委
託
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
大
正
四
年
に
内
匠
寮
と
東
京

府
と
の
協
議
の
結
果
、
新
道
路
の
建
設
は
明
治
神
宮
裏
参
道
新
設
計
画
が
確
定
す
る
ま
で

見
合
わ
せ
、
通
行
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
よ
う
な
道
路
を
仮
工
事
す
る
こ
と
に
決
し
、
旧
道

路
に
つ
い
て
は
御
料
地
へ
編
入
す
る
前
で
あ
る
が
、
帝
室
林
野
管
理
局
が
東
京
府
よ
り
譲

り
受
け
て
い
る
）
38
（

。
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そ
の
後
、
帝
室
林
野
管
理
局
は
、
大
正
五
年
十
月
、
翌
六
年
十
月
の
二
度
に
わ
た
り
、

東
京
府
へ
旧
道
路
を
御
料
地
へ
編
入
し
て
も
ら
い
た
い
旨
を
照
会
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ

も
回
答
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
大
正
七
年
一
月
、
御
料
地
の
整
理
上
、
旧
道
路
を
御
料

地
へ
編
入
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
し
、
帝
室
林
野
管
理
局
は
、
費
用
負
担
の
調
整
は
後
日

に
譲
り
、
同
地
を
御
料
地
へ
編
入
し
た
い
旨
を
東
京
府
へ
う
か
が
っ
て
い
る
）
39
（

。

　

そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
東
京
市
か
ら
水
道
鉄
管
お
よ
び
消
火
栓
移
転
工
事
が
必
要
な
旨
の

回
答
が
あ
っ
た
。
帝
室
林
野
管
理
局
で
は
、
そ
の
工
事
完
了
を
待
っ
て
、
大
正
七
年
六
月

十
四
日
、
御
料
地
へ
編
入
の
う
え
、
よ
う
や
く
東
京
府
か
ら
の
引
き
継
ぎ
を
完
了
し
た
）
40
（

。

　

こ
の
編
入
に
よ
り
、
近
代
に
お
け
る
赤
坂
離
宮
お
よ
び
青
山
御
所
の
区
画
形
成
は
完
了

し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
赤
坂
御
用
地
の
土
地
区
画
の
形
成
過
程
に
つ
き
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け

て
通
観
し
て
き
た
。
各
章
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

　

赤
坂
御
用
地
の
前
身
と
な
っ
た
紀
州
徳
川
家
の
屋
敷
地
は
、
一
度
に
幕
府
か
ら
拝
領
し

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
赤
坂
へ
屋
敷
地
を
拝
領
し
て
以
降
、

御
殿
の
焼
失
と
再
建
を
繰
り
返
す
な
か
で
、
火
除
け
地
な
ど
を
幕
府
か
ら
賜
り
、
徐
々
に

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
再
建
さ
れ
た
御
殿

を
も
っ
て
、
明
治
維
新
を
迎
え
、
こ
れ
が
赤
坂
離
宮
あ
る
い
は
赤
坂
仮
皇
居
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
く
。

　

明
治
維
新
後
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
英
照
皇
太
后
の
東
京
行
啓
と
明
治
六
年
の

皇
城
炎
上
に
と
も
な
う
赤
坂
仮
皇
居
の
設
置
を
契
機
と
し
て
、
紀
州
徳
川
家
は
赤
坂
邸
を

分
割
献
上
し
、
現
在
の
赤
坂
御
用
地
に
つ
な
が
る
土
地
の
大
部
分
が
皇
宮
地
へ
と
編
入
さ

れ
て
い
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
紀
州
徳
川
家
の
分
割
献
上
後
、
明
治
十
年
代
に
か
け
て
、
赤
坂
仮
皇
居
あ
る

い
は
青
山
御
所
に
近
接
す
る
玉
窓
寺
や
権
田
原
町
と
い
っ
た
地
所
も
皇
宮
地
へ
と
編
入
し

て
い
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
政
府
の
地
租
改
正
事
業
が
あ
り
、
東
京
府
と
し
て
は
、
皇

宮
地
へ
近
接
す
る
土
地
を
非
課
税
で
あ
る
皇
宮
地
へ
組
み
込
む
こ
と
で
、
税
金
を
抑
え
る

意
図
も
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

権
田
原
町
に
つ
い
て
は
、
日
本
大
博
覧
会
に
と
も
な
う
土
地
の
取
得
整
理
に
よ
っ
て
、

明
治
四
十
一
年
に
東
京
府
か
ら
農
商
務
省
内
に
設
け
ら
れ
た
日
本
大
博
覧
会
へ
収
用
さ
れ
、

同
博
覧
会
の
中
止
に
よ
っ
て
、
実
費
を
も
っ
て
宮
内
省
へ
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

大
正
七
年
に
廃
道
と
な
っ
た
旧
道
路
を
御
料
地
へ
編
入
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
土
地
区
画

の
変
遷
は
、
ひ
と
ま
ず
終
了
す
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
の
検
討
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
紀
州
徳
川
家
の
中
屋
敷
が
赤
坂
離
宮
あ
る
い
は

青
山
御
所
と
な
っ
た
、
と
い
う
通
説
的
な
理
解
は
正
確
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
実
際
は
、
紀
州
徳
川
家
の
屋
敷
地
も
近
世
を
通
じ
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
赤
坂
離
宮
あ
る
い
は
青
山
御
所
の
土
地
区
画
に
つ
い
て
も
、
そ
の
中
心
は
紀
州
徳
川

家
の
屋
敷
地
で
は
あ
る
が
、
明
治
・
大
正
期
を
通
じ
て
近
接
す
る
地
所
を
編
入
し
な
が
ら

徐
々
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
赤
坂
御
用
地
へ
の
繋
が
り
を
述
べ
て
本
稿
を
終
え
た
い
。
昭
和
三
十
五
年
六

月
十
四
日
、
東
京
都
港
区
元
赤
坂
町
一
番
地
に
新
築
さ
れ
た
御
殿
を
東
宮
御
所
と
定
め
、

同
日
、
大
宮
御
所
を
赤
坂
御
用
地
と
改
称
す
る
旨
が
通
知
さ
れ
た
）
41
（

。
ま
た
、
戦
後
に
も
赤

坂
御
用
地
の
土
地
区
画
は
変
遷
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
放
射
四
号
線
と
環
状
三
号
線
の
拡

張
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
六
年
八
月
、
東
京
都
か
ら
宮
内
庁
へ
伺
い
が
出
さ

れ
、
前
者
（
国
道
）
は
所
管
換
え
）
42
（

、
後
者
（
都
道
）
は
宮
内
庁
が
用
途
廃
止
し
、
昭
和
四
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十
年
四
月
二
十
一
日
に
大
蔵
省
関
東
財
務
局
へ
引
き
継
が
れ
て
い
る
）
43
（

。
こ
う
し
て
、
現
在

の
赤
坂
御
用
地
の
土
地
区
画
は
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

註（
1
）　

例
え
ば
、
山
崎
鯛
介
・
メ
ア
リ
ー
レ
ッ
ド
フ
ァ
ー
ン
・
今
泉
宜
子
『
天
皇
の
ダ
イ
ニ
ン
グ

ホ
ー
ル
│
知
ら
れ
ざ
る
明
治
天
皇
の
宮
廷
外
交
│
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
七
年
）、
小
沢
朝

江
『
明
治
の
皇
室
建
築
│
国
家
が
求
め
た
〈
和
風
〉
像
│
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）、

平
賀
あ
ま
な
「
旧
東
宮
御
所
（
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
）
の
「
住
居
」
と
し
て
の
利
用
」（『
家
具
道

具
室
内
史
』
八
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
。

（
2
）　
『
赤
坂
区
史
』（
東
京
市
赤
坂
区
、
一
九
四
二
年
）。

（
3
）　
『
港
区
史
』
上
（
港
区
役
所
、
一
九
六
〇
年
）。

（
4
）　

阿
部
宗
広
「
赤
坂
御
用
地
と
常
盤
松
御
用
邸
の
変
遷
」（『
国
立
科
学
博
物
館
専
報
』
三
九
、

二
〇
〇
五
年
）。

（
5
）　

三
浦
涼
・
佐
藤
洋
一
「
東
京
中
心
部
に
お
け
る
皇
室
御
料
地
の
形
成
過
程
」（『
日
本
建
築

学
会
計
画
系
論
文
集
』
六
六
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
6
）　
『
南
紀
徳
川
史
』
一
七
（
南
紀
徳
川
史
刊
行
会
、
一
九
三
三
年
）。
本
章
に
お
い
て
は
、
特

に
断
ら
な
い
限
り
同
書
か
ら
の
引
用
と
す
る
。

（
7
）　

内
藤
昌
『
江
戸
と
江
戸
城
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
8
）　
「
喰
違
御
門
外
和
歌
山
県
邸
の
義
離
宮
或
は
府
学
校
へ
の
引
き
直
し
方
に
つ
い
て
宮
内
省

へ
掛
合
」（
東
京
都
公
文
書
館
蔵
、「
宮
内
省
御
用
留
」、
六
〇
五
・
Ｃ
四
・
〇
三
）、「
和
歌
山

県
邸
離
宮
御
用
一
件
」（
東
京
都
公
文
書
館
蔵
、「
諸
官
省
往
復
〈
邸
宅
掛
〉」、
六
〇
五
・
Ｃ

四
・
一
八
）。

（
9
）　
「
徳
川
家
日
記
」
明
治
五
年
正
月
四
日
条
（
臨
時
帝
室
編
修
局
「
明
治
天
皇
御
紀
資
料
稿

本
二
四
七
」
所
収
、
八
〇
三
四
七
）。
引
用
史
料
に
つ
い
て
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
変
体
仮

名
は
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
。
欠
字
は
一
字
あ
け
、
平
出
は
二
字
あ
け
と
し
た
。
引
用
史
料
中
の

傍
線
と
（
丸
か
っ
こ
）
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
以
下
、
引
用
史
料
に
つ
い
て
は
同
様
と

す
る
。

（
10
）　

宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
』
第
二
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）
六
五
九
頁
。

（
11
）　

前
掲
、『
明
治
天
皇
紀
』
第
二
、
六
五
三
頁
。

（
12
）　

宮
内
省
「
土
地
建
物
録
一
」
明
治
六
年
、
第
一
七
号
（
四
五
二
│
一
）。

（
13
）　
「
徳
川
家
日
記
」
明
治
六
年
六
月
四
日
条
（
臨
時
帝
室
編
修
局
「
明
治
天
皇
御
紀
資
料
稿

本
二
九
二
」
所
収
、
八
〇
三
九
二
）。

（
14
）　

前
掲
、
宮
内
省
「
土
地
建
物
録
一
」
明
治
六
年
、
第
一
七
号
。

（
15
）　

前
掲
、
宮
内
省
「
土
地
建
物
録
一
」
明
治
六
年
、
第
一
七
号
。

（
16
）　
「
徳
川
茂
承
私
邸
献
上
願
ニ
付
皇
太
后
御
所
ニ
供
度
伺
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
、「
公
文
録
」

明
治
六
年
・
第
八
十
四
巻
、
公
〇
〇
八
一
四
一
〇
〇
）。

（
17
）　

前
掲
、
宮
内
省
「
土
地
建
物
録
一
」
明
治
六
年
、
第
一
七
号
。

（
18
）　

前
掲
、「
徳
川
家
日
記
」
明
治
六
年
七
月
十
五
日
条
、
十
月
四
日
条
（
臨
時
帝
室
編
修
局

「
明
治
天
皇
御
紀
資
料
稿
本
二
九
二
」）。

（
19
）　

宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
』
第
三
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）
二
〇
二
頁
。

（
20
）　
「
寺
社
書
上
四
十
八　

青
山
寺
社
書
上　

壱
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
八
〇
二
│
四
二
）。

（
21
）　

庶
務
課
「
土
地
建
物
録
二
」
明
治
十
三
年
、
第
一
四
号
（
四
五
九
│
二
）。

（
22
）　

前
掲
、
庶
務
課
「
土
地
建
物
録
二
」
明
治
十
三
年
、
第
一
四
号
。

（
23
）　

前
掲
、
庶
務
課
「
土
地
建
物
録
二
」
明
治
十
三
年
、
第
一
四
号
。

（
24
）　

前
掲
、
庶
務
課
「
土
地
建
物
録
二
」
明
治
十
三
年
、
第
一
四
号
。

（
25
）　

前
掲
、
庶
務
課
「
土
地
建
物
録
二
」
明
治
十
三
年
、
第
一
四
号
。

（
26
）　
「
町
方
書
上
二
十
五　

鮫
河
橋
并
ニ
権
田
原
町
方
書
上
」（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
八
〇
三

│
一
）。

（
27
）　

庶
務
課
「
土
地
建
物
録
二
」
明
治
十
年
、
第
一
八
号
（
四
五
六
│
二
）。

（
28
）　

前
掲
、
庶
務
課
「
土
地
建
物
録
二
」
明
治
十
年
、
第
一
八
号
。

（
29
）　
「
払
下
地
本
地
へ
組
込
地
券
下
付
願　

赤
坂
区
青
山
権
田
原
町
33
番
地　

何
礼
之
」（
東
京

都
公
文
書
館
蔵
「
地
所
分
割
願　
〈
区
部
書
換
係
〉
明
治
13
年
従
7
月
至
12
月
」
六
一
一
・
Ｂ

三
・
一
二
）
な
ど
。

（
30
）　

地
租
改
正
の
基
本
的
な
経
過
は
、
奥
田
晴
樹
『
地
租
改
正
と
地
方
制
度
』（
山
川
出
版
、
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一
九
九
三
年
）、
丹
羽
邦
男
『
地
租
改
正
法
の
起
源
│
開
明
官
僚
の
形
成
│
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
31
）　

滝
島
功
『
都
市
と
地
租
改
正
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
三
頁
。

（
32
）　
「
日
本
大
博
覧
会
開
設
ノ
件
・
御
署
名
原
本
・
明
治
四
十
年
・
勅
令
第
百
二
号
」（
国
立
公

文
書
館
蔵
、
御
〇
七
〇
一
二
一
〇
〇
）。

（
33
）　

日
本
大
博
覧
会
の
構
想
や
経
過
に
つ
い
て
は
、
古
川
隆
久
『
皇
紀
・
万
博
・
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
八
年
）、
長
谷
川
香
「
明
治
神
宮
外
苑
の
成
立
過
程
に
関
す
る
研
究

│
軍
事
儀
礼
・
日
本
大
博
覧
会
構
想
・
明
治
天
皇
大
喪
儀
│
」（『
建
築
史
学
』
六
一
、
二
〇
一

三
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
34
）　
「
土
地
収
用
法
ニ
依
ル
東
京
府
下
道
路
開
鑿
○
日
本
大
博
覧
会
会
場
設
置
等
ノ
事
業
認
定

ノ
件
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
、
纂
〇
一
一
〇
一
一
〇
〇
）。

（
35
）　

前
掲
、
長
谷
川
「
明
治
神
宮
外
苑
の
成
立
過
程
に
関
す
る
研
究
」。

（
36
）　

帝
室
林
野
管
理
局
「
地
籍
録
一
」
大
正
九
年
、
第
四
号
（
六
六
四
六
│
一
）。

（
37
）　

前
掲
、
帝
室
林
野
管
理
局
「
地
籍
録
一
」
大
正
九
年
、
第
四
号
。

（
38
）　

前
掲
、
帝
室
林
野
管
理
局
「
地
籍
録
一
」
大
正
九
年
、
第
四
号
。

（
39
）　

前
掲
、
帝
室
林
野
管
理
局
「
地
籍
録
一
」
大
正
九
年
、
第
四
号
。

（
40
）　

前
掲
、
帝
室
林
野
管
理
局
「
地
籍
録
一
」
大
正
九
年
、
第
四
号
。

（
41
）　

侍
従
職
「
例
規
録
」
昭
和
三
十
五
年
、
第
四
号
（
一
二
三
七
三
）。

（
42
）　

管
理
部
管
理
課
「「
放
四
」「
環
三
」
敷
地
用
途
廃
止
の
件
」
昭
和
三
十
七
〜
三
十
九
年

（
三
一
一
〇
四
）。

（
43
）　

管
理
部
管
理
課
「
立
案
書
二
」
昭
和
四
十
年
、
第
一
三
号
（
三
一
一
二
五
）。


